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報道関係者 各位

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給について

標記の件について、下記のとおり「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給しますので
お知らせします。

記

1, 支給対象者 0歳 ~18 歳までの児童を養育しており、家計の中心者 (所得の高い

方) の所得が児童手当の所得制限限度額内の父母等に支給します。

※支給対象者については以下のとおりです。
①令和3年 9月分の児童手当 (特例給付を除く)受給者
②高校生等 (平成 15年 4月 2日~平成 18年 4月 1日生まれ)
の児童の父母等

③令和 3年 9月 1日~令和 4年 3月 31 日までに生まれた新生児
の父母等 (特例給付を除く)

※保護者の所得が児童手当 (特例給付を除く)の支給対象となる金額と同

等未満の場合

2. 支給額 児童一人につき 10 万円

3. 支給について ○申請不要の方…振込日 令和 3年 12月 24 日 (金 )

・令和 3年 9月分の児童手当 (特例給付を除く)受給者
・上記の世帯に兄姉となる高校生等がいる父母等
・令和 3年 9月 1 日~10 月 31 日生まれの新生児の父母等

*支給対象児童数 約 5,2 0 0人

○申請が必要な方・審査・支給決定後、指定口座へ随時振り込み

・高校生等 (平成 15年 4月 2 日~ 平成 18年 4月 1 日生) の児童

の父母等
・平成 15年 4月 2 日以降生まれの児童を養育している父母等で、

所属庁から児童手当を受給している公務員等
・令和 3年 11月 1日~令和 4年 3月 31 日生まれの新生児の父母等



4. 概 要 【目的】

令和 3年 11月 19 日に閣議決定された 「コロナ克服 e新時代開拓の

ための経済対策」として、子育て世帯を支援するため臨時特別給付金
を支給するものです。

*全体の支給対象児童見込数・約 7,5 5 0人
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